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夏服への移行期間と服装等規定について（お願い）  

 

  日頃は本校の教育活動にご支援をいただき、ありがとうございます。 

　さて、夏服への衣更えの季節となりました。５月７日（水）から５月２９日（金）までを移行

 期間とし、６月１日（月）からは夏服で統一したいと思います。つきましては、以下の規定を 

 ご確認いただき、ご準備よろしくお願い致します。 

 

 

（１）制服 

 

《男子》 

【上　　着】白のカッターシャツ（半袖・長袖） 

【ズ ボ ン】黒の長ズボン（標準型学生服の認証マーク付き） 

　　　　　  黒のベルト（極端に細いものや、飾りがついたものは使用しない） 

《女子》 

【上　　着】白のブラウス（半袖・長袖）、紺の棒ネクタイ 

【スカート】紺の折りスカート（丈はひざが隠れる程度） 

【ズ ボ ン】紺色の長ズボン   ※下記参照 

  

 ※男女ともに制服の下に体操服またはＴシャツ（白　ワンポイントまで）を着用する。 

   名札を左胸のポケットにつける。 

 

 

（２）体操服 

　　　 

 学校指定の白半袖体操服とクォ－ターパンツ 

 

 

（３）変更点（R7年度から） 

 

 生徒会で協議をした結果、R７年度より以下のように校則が変更となっております。。 

 （神山中学校ホームページの｢神山中の生活について｣もご覧下さい） 

 

【靴  下】 

 

 R6年度 ｢白･黒･紺の無地のもの（ワンポイントまで）、靴を履いても見える長さとする｣ 

 

 R7年度 ｢白･黒･紺･灰色の無地のもの（ワンポイントまで）、靴を履いても見える長さとする｣ 

 

【通学靴】 

  

 R6年度 ｢白または白色を基調とした、運動に適した靴｣ 

 

 R7年度 ｢白色または黒色を基調とした(白色または黒色＋一色まで)、運動に適した靴｣ 

 

【女子の制服】 

 R7年度より、女子の制服に関して｢紺色長ズボンでも可｣と明記しました。 

 詳しくは学校までお問い合わせください。


